
指定短期入所生活介護事業重要事項説明書
(三重県指令第 2472200027 号)

第 1章　目的及び運営規定
（事業の目的）

第 1 条　三重県三重郡老人福祉施設組合が開設する指定短期入所生活介護事業所みずほ

寮（以下「事業所」という。）が行う、指定短期入所生活介護の事業（以下「事業」とい

う。）の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職

員が要介護状態にある利用者に対し、その有する能力に応じた自立支援を行うと共に、家

族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、居宅サービス利用による在宅での生活継続が

できることを目的としています。

（運営の方針）

第 2 条　事業所の職員は、要介護者の心身の維持を踏まえて、その有する能力に応じて自

立支援を行い、在宅生活継続できるよう、入浴、排泄、介護その他生活全般にわたる援助

を行います。

2　事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健、福祉サービ

ス機関との綿密な連携を図り、併設されている指定介護老人福祉施設、特別養護老人ホ

ームみずほ寮と一体的に運営します。

（事業の名称及び利用に関する事項）

第 3 条　事業を行う代表者氏名・事業所の名称・所在地・問い合わせ電話番号

　　管理者　　石原正敬

　名　称　　指定短期入所生活介護事業所　みずほ寮　

　　所在地　　〒510-1233 三重県三重郡菰野町大字菰野 5833 番地 1

　　電話番号　059-394-1121

第 4 条　利用定員は 8 名・併設空床型となります。

第 5 条　利用条件については、次のとおりとします。

(1)　要介護認定の結果、要介護と認定された方が対象となります。（介護保険の被保険



者証をご確認ください。）

利用の場合は重要事項について説明後、契約書を取り交わします。

（注）当施設は、医療機関ではありませんので、常時医療行為を必要とする方は入所で

きません。

第 6 条　利用開始時に持ってきていただく物は、次のとおりとします。

(1)　衣類・洗面用具・タオル・やかん・らくのみ等毎日利用者が使用される物。

第 7 条　居室・居室の変更については、次のとおりとします。  

(1)　居室は、多床室(4 人部屋)で、利用者の希望・心身の状況等と居室の空き状況によ

り、施設が決定いたします。

(2)　居室の変更については、利用者・家族に説明のうえ同意を得て、居室変更を行いま

す。

第 2章　職員の職種、員数及び職務の内容・体制
（職員の職種、員数及び職務内容）

第 8 条　職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりです。

　一　施設長　　　　　　　　　事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

　ニ　医師　　（嘱託非常勤）　利用者及び職員の健康管理全般を行う。

　三　生活相談員　　　　　　　利用者の生活相談及び居宅支援を行う。

　四　管理栄養士　　　　　　　利用者の給食献立の企画を行う。

　五　介護職員・介護支援専門員　

利用者の日常生活全般の介護業務を行なうと共に、短期

入所生活介護の計画作成を行う。

六　看護職員　　　　　　　 利用者の保健衛生並びに看護業務及び機能回復訓練業務

を行う。また、利用者の服薬管理を医師の指示のもとに行

う。

　　　　　　　　　　　　　　　（注）看護職員には看護師、準看護師を含みます。

　七　調理員　　　　　　　　　利用者の給食業務を行う。



　八　事務員　　　　　　　　　事業に必要な事務を行う。

第 9 条　夜間の最小人数時の介護職員は 2 名とします。

第 10 条 介護職員の専門資格の有無については次のとおりです　　

介護福祉士   　有　　介護支援専門員   　 有

第 11 条 機能訓練にかかる専門職員の有無については次のとおりです。

             有  （看護職員が兼ねて行います）

第 3章　利用者に対するサービスの内容及び利用料の額
（生活介護の内容及び利用料その他の費用の額）

第 12 条 指定短期入所生活介護の内容は次のとおりとします。

(1) 指定短期入所生活介護を利用した場合の利用額は、当外指定短期入所生活介護が法

定代理受領サービスである時は同条(4)となります。

(２) 同条(1)のほか、次に揚げる費用を徴収します。

一 利用者が選定する特別食の費用、理美容代、遠隔地への通院費相当分の費用、その他

日常生活費のうち利用者が負担することが適当と認められるものです。

(３)　サービスの提供に当たって、利用者またはその家族に対して、サービスの内容・費

用について利用者・家族へ文書を交付して説明を行い同意の後、契約書を取り交わして

いただきます。

(４)　介護保険対象サービス

◎１日の基本利用料金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：

円）

利用者の要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

１併設型短期入所生活介護費

Ⅱ

682 751 822 891 959

２サービス提供体制強化加算

Ⅰ

12 12 12 12 12



利用者負担額(1+2) 694 763 834 903 971

　◎送迎加算　184/片道につき　（単位：円）・施設が送迎した場合のみいただきます。

介護保険対象外サービス

　◎居住費・食費　　居住費は、光熱水費をもとに積算しています。食費は、食材料費及び

調理員の人件費などの調理費をもとに積算しています。なを、外泊や入院などの理由によ

り本施設を不在にされる期間中は費用を徴収しないものとします。

　◎負担限度額　　　所得の低い方の施設利用が困難にならないよう、所得の段階（利用

者負担段階）に応じた自己負担限度額が決められており、限度額までの支払いとなりま

す。限度額を超えた分は介護保険から給付されます。（特定入所者介護サービス費）。特

定入所者介護サービス費を利用するためには、市町村に申請をして「介護保険負担限度額

認 定 証 」 の 発 行 を 受 け る こ と が 必 要 で す 。 

（単位：円）

利　用　者　負　担　段　階 １日あたり滞

在費

１日あたり食

費

第１段階　本人及び世帯全員が住民税非課税であって、

老齢福祉年金の受給者・生活保護の受給者
０ ３００

第２段階　本人及び世帯全員が住民税非課税であって、

合計所得金額＋課税年金収入が 80万円以下

の人

３２０ ３９０

第３段階　本人及び世帯全員が住民税非課税であって、

利用者負担第２段階以外の人
３２０ ６５０

第 4段階　標準額で合計所得金額+課税年金収入が

266万円以上の人
３２０ 1380

　

◎その他の日常生活費



・理美容代実費・レクリエーション、行事等の材料費（バス代、入場料等）・その他、個人

の嗜好品

◎社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

　市町村が発行する「社会福祉法人等利用者軽減対象確認証」を交付されている方は、下記

の利用者負担額の一部を施設が負担する制度があります。

対象となる費用 施設サービス費などの介護保険対象サービス費＋滞在費＋食費

（対象者の要件）

　市町村民税世帯非課税者であって、次の要件のすべてを満たす方のうち、その方の収入や

世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして市町村が認めた方

①年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算した額

以下であること。

②預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごとに１００万円を加算

した額以下であること。

③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

④負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

⑤介護保険料を滞納していないこと。

（減額割合）

減額割合は１/４（老齢福祉年金受給者の方は１/２）を原則とします。

（手続き）

市町村へ利用料の軽減対象であることの確認申請を行い、市町村の決定を受けることが必

要です。

　◎高額介護サービス費

　各月の介護保険給付の１割負担の合計が一定の上限額を超えた場合には、市町村の担当

窓口に「高額介護サービス費支給申請書」など必要書類を提出することにより、上限額を超

えた分が払い戻される制度があります。



利　用　者　負　担　段階 利用者負担上限額

○一般世帯（下記の区分に該当しない方） （世帯）３７，２００

円

○市町村民税世帯非課税 （世帯）２４，６００

円

・利用者負担第２段階の方 （個人）１５，０００

円・市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方

・生活保護の受給者

・利用者負担を１５，０００円に減額することで、生活保護の受

給者とならない場合

（個人）１５，０００

円

（世帯）１５，０００

円

注）社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の適用を受けた場合には、軽減を受けた後

の額をもとに算定します。

　◎市町村民税課税世帯の方の滞在費・食費の特例減額措置

　利用者負担第４段階の方の場合でも、高齢夫婦世帯で一方が個室を利用する場合に、在宅

で生活される配偶者の収入が一定額以下になる場合などには、滞在費・食費を引き下げる

制度があります。この制度の適用を受けるために、下記の（対象者の要件）に該当する事実

を証する書類を市町村に提出することが必要です。

（対象者の要件）

　次の要件のすべてを満たす方が対象です。

①市町村民税課税者がみえる高齢夫婦等の世帯（単身世帯は含まない。）

②世帯員が介護保険施設に入所し、利用者負担第４段階の滞在費・食費の負担を行ってい

ること。

③世帯の年間収入から、施設の利用者負担（１割負担、滞在費、食費の年額合計）を除いた

額が８０万円以下になること。

④世帯の預貯金等の額が４５０万円以下であること。

⑤介護保険料を滞納していないこと。



　◎利用料を支払った場合に生活保護の適用を受ける方の負担軽減

　本来適用すべき利用者負担段階とした場合に生活保護が必要となり、それより低い利用

者負担段階であれば生活保護を必要としなくなる場合には、保険料・特定入所者介護サー

ビス費・高額介護サービス費について低い負担段階を適用する制度があります。　　

(５)　同条(4)の通常の事業の実施地域は、菰野町、朝日町、川越町、四日市市在住者とし、

送迎費用については、介護報酬告示上の額とします。また実施地域以外の利用及び送迎につ

いても、それを妨げるものではありません。 

(6)短期入所生活介護計画

①施設長は介護支援専門員（以下「計画担当介護支援専門員」という。）に短期入所生活

介護計画の作成する業務を担当させ、相当期間以上にわたり継続して入所することが予

定される利用者については、利用者の心身の状況、利用者・家族の希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利

用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の従業者と協議の上、サービスの目標、

当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画

を作成します。

　②短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の

内容に沿って作成します。

③計画担当介護支援専門員は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、利用者・家族の同意を得ます。その後、サービ

ス計画を利用者・家族に交付します。

(7)介護

①入浴体制としては毎日可能な体制を取り、一週間２回以上とします。体調により清拭す

るか入浴する日を変更します。

②食事の提供は、栄養、利用者の身体状況、嗜好を考慮したものとし、適切な時間に提供し

ます。また利用者自立支援に配慮して可能な限り離床して食堂で食事を取っていただく

ことを原則とします。

　朝食　午前　7 時 30分～、昼食　午後 12 時～、夕食　午後　6 時～



③利用者の心身の状況・その置かれている環境に応じて適切な方法で排泄の自立を促せ

るよう必要な援助を行います。但し、寝たきり状態の場合は、おむつを使用し適切に交換

を行います。

　④寝たきり防止のため、離床に配慮し、看護職員による日常機能訓練をします。 生活のリ

ズムを考え、毎朝・夕の着替えを励行します。個人としての尊厳を重視し、適切な整容が

行われるよう援助いたします。

⑤身体拘束は原則行いません。やむを得ず行わなければならない場合は、利用者または、

他の利用者の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない場合のみとします。その際利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。また、身体拘束廃止に向けて、

身体拘束廃止マニュアルに基づき、身体拘束改善計画・身体拘束廃止推進委員会により

努めております。

(8)実費負担となるもの

介護保険給付の対象とならないサービスは、理美容代 、レクリエーション、行事等の材

料費（バス代、入場料等）、その他個人の嗜好品等で実費を負担していただきます。

(9)料金改定のルール

介護給付対象のサービス利用料金については、介護給付費体系に変更があった場合に

変更になります。給付対象外のサービス利用料金については、経済状況の著しい変動その

他やむを得ない事由がある場合、事前に説明をした上で、料金を変更することがあります。

（サービスの利用にあたっての留意事項）

第１３条　利用者処遇については、施設入所者と同様の処遇を提供するものとします。

第 4章　施設の運営に関する重要事項
（緊急時等における対応方法）

第１４条　職員は利用者の介護を実施中に急変その他緊急事態が生じた時は、家族に連絡

すると共に、速やかに利用者の主治医・施設協力病院(菰野厚生病院)医師等に連絡し、必

要な措置を取ることとします。

（非常災害対策）



第 1５条　火災及び地震等天災による非常災害対策については、併設の施設の対策に準じ、

訓練を通じて緊急時の対策を講じます。

(苦情処理)

第１６条　施設利用にあたっての苦情処理については、三重県国民健康保険連合会及び市

町の

窓口で対応できます。また、施設には、苦情対応窓口を設置し、提供したサービスに関する

苦情に適切に対応します。

　　　苦情処理責任者　施設長　　　伊藤　博之

　　　苦情処理担当者　生活相談員　谷　孝秀　石川　悟史　　

電話　059—394-1121(代表)

第三者委員会の設置も行っています。

　　　第三者委員　　棚瀬　泰司　　電話　059-393-1010　

第三者委員　　南川　久美子　電話　090-8072-6847

(秘密保持等)

第１７条　職員は、正当な理由なく業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らし

ませ

ん。このことは退職以後も同様です。居宅介護支援事業者等に対する情報を提供する場合

は個人情報保護法により同意書を交わします。

(事故発生時の対応)

第１8 条　事故発生時の対応は次のとおりとします。

１　サービス提供により事故が発生した場合には速やかに家族、県、市町村等の関係機関

に連絡を行うと共に必要最大限の措置を行います。

2　サービス提供時に於いて施設管理や施設業務などに起因する事故により法律上の賠

償責任を負った場合は、施設加入の損害保険により速やかに損害賠償を行います。ただ

し、施設の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではありません。

（その他運営に関する重要事項）

第１9 条　介護にあたる職員の資質向上を図るため、研修の機会を多くもち特別養護老人



ホーム職員同様の処遇を行います。

2 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は、契約者と事業所との協議に基

づいて定めるものとする。


